
Ⅰ 組織の使命
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環境部は，環境総務，環境政策，環境推進，環境対策，清掃事業，日乃出クリーンセンター，埋立処分場の部

門で構成しており，生活環境の保全，公衆衛生の向上および地球環境の保全のため，廃棄物の適正な処理および

清掃ならびに地球温暖化対策等の業務を所管しております。

環境部のミッション（使命）は，

市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を保全および創造し，これを将来世代へ引き継い

でいくことを目的に，市民や事業者との協働，関係部局や関係機関との連携を図り，環境対策に取り組んでいく

ことです。

このため，様々な環境に関する情報を市民や事業者と共有するとともに，市民などとの協働，関係部局や関係

機関との連携を図りながら，短期的または中長期的な課題や事業などに計画的に取り組んでいきます。

○ 環境保全などの環境施策の取り組みを通じ，安心・安全な市民生活を確保します。

○ 市民や事業者によるごみの減量化や環境美化の推進などの環境対策の取り組みを支援します。

Ⅱ 組織の基本方針

Ⅲ 主要施策・事務事業

１ 地球温暖化対策による地球環境の保全

(1) 温暖化防止のための行動の推進

   (ｱ) 啓発リーフレット「はこだてエコライフのすすめ」や「脱炭素型のライフスタイルを目指そう 」による

環境にやさしいライフスタイルの推進や，環境に配慮した事業活動を促進します。

(2) エネルギーの有効利用の推進

(ｱ) 温室効果ガスの排出抑制や非常時の電源確保のため，住宅用太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの

導入・利用を促進します。

(ｲ) 日乃出清掃工場の廃棄物発電を活用したエネルギーの地産地消の実現に向けた取り組みを進めます。

(3) 地球温暖化対策の総合的・効果的な推進

(ｱ) 環境基本計画［第３次計画］や，第２次地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき，地球温暖化対

策を総合的・効果的に推進します。



２ 循環型社会の形成

３ 自然との共生社会の実現

(1) 生物多様性の保全

   (ｱ) 市民への情報発信を行い，生物多様性への関心を高めるほか，自然に関する正しい知識の普及啓発に努め

ます。

  (2) 良好な景観形成の推進

(ｱ) ごみのポイ捨て防止などの取り組みを強化するとともに，清掃活動の呼びかけや活動を支援し,環境美化を

推進します。

(1) ３Ｒの推進

(ｱ) 市民や事業者への啓発に努め，ごみの減量化・再資源化を図ります。

(ｲ) 粗大ごみ等の再生品利用制度による再使用や，集団資源回収などによるリサイクルを推進します。

(ｳ) 食べ残しなどによる食品ロスの削減に向けた各種対策に努めます。

(2) 廃棄物の適正処理

(ｱ) 市民の生活環境を衛生的に保つため，効率的な収集体制の構築に努めながら，廃棄物を適切に収集します｡

(ｲ) 廃棄物の適正処理を推進するため，分別の周知徹底をはじめ，許可業者などへの立入検査などを実施しま

す。

(ｳ) パトロールの実施や，赤外線カメラを活用し，不法投棄の防止に努めます。

(ｴ) 必要な廃棄物処理施設を整備し，各処理施設の適正な維持管理に努め，環境負荷の小さいごみ処理体制を

構築します。

(3) プラスチックごみ対策

   (ｱ) 使い捨てプラスチックの使用削減や，資源化のために必要な分別回収・リサイクルの徹底に努めます。

   (ｲ) 清掃活動の推進などにより，海洋プラスチックごみ対策に努めます。

(ｳ) プラスチック使用製品の分別収集と再商品化の実施に向けた取組を検討します。

(4) 次期廃棄物処理施設の整備

(ｱ) 次期廃棄物処理施設整備基本構想に基づき，中間処理施設や最終処分場の整備に向け，基本計画の策定に

取り組みます。
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５ 総合的な取組の推進

(1) 環境教育・環境保全意識の向上

   (ｱ) 学校や，様々な場における環境教育や環境学習の取り組みの強化を図ります。

(ｲ) イベントの開催をはじめ環境問題について考える機会の場の提供や，出前講座の開催などにより環境保全

     意識の向上を図ります。
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(1) 大気・水環境の保全

(ｱ) 大気・水環境のモニタリングを実施し，情報発信に努めるとともに，環境法令に基づく規制の取り組みや

事業者における環境管理を促進します。

(ｲ) 合併処理浄化槽の普及を促進し，生活排水の適正な処理に努めます。

(2) 音環境の保全

(ｱ) 音環境のモニタリングを実施し，状況を把握するとともに，近隣に対する音の配慮について，市民意識の

向上を図ります。

(3) 化学物質などへの対応

(ｱ) ダイオキシン類などのモニタリングを実施し，状況を把握するとともに，市民の健康を守る視点からの情

報収集・提供に努めます。

４ 生活環境の保全
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